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神的暴力としての平和教育の構想
―ベンヤミン、バトラー、アガンベンの生と主権をめぐる議論に着目して―

山　下　真　彌

東京大学大学院教育学研究科 教育学研究室　研究室紀要　第51号　2025年７月

主権を前提としない平和教育がいかなるものかを構
想する。加えて、平和を築く主体がいかなる主体か
を検討する。

主権に着目する理由は以下の通りである。これま
で公教育において行われてきた平和教育やベティ・
リアドンが提唱する包括的平和教育は、主権や主権
国家を自明視したものである。公教育の場で主権や
主権国家を自明視している例として高等学校地理歴
史科及び公民科（以下地歴公民科）がある。高等学
校学習指導要領第２章第３節「公民」の第１款「目
標⑶」には「国民主権を担う公民として、自国を愛
し、その平和と繁栄を図ることや、各国が相互に主
権を尊重し、各国民が協力し合うことの大切さにつ
いての自覚などを深める」と記されている８）。地歴
公 民 科 の 単 元 や 学 習 領 域 は、 平 和 教 育 やESD

（Education　for Sustainable Development、持続可
能な開発のための教育）に含まれ、平和で民主的な
国家及び社会を形成する主体を導く教育が既に全国
の公教育の現場で推進されていると推察されるが、
同時にそれらは主権を前提としたものとなってい
る。主権を前提としてしまうと、戦争・戦闘を繰り
返す主権国家体制そのものに批判が向けられる余地
がなくなり、思考停止を招いてしまう。それによっ
て、人々の生の救済につながる教育としての機能が
十分になされないことが想定される。公教育におい
て展開される平和教育が主権を前提とし、これを自
明視していることは、主権者＝国民育成を念頭に置
く公教育という性質上、至極当然のことであるが、
本稿ではその事実によって生じている問題及び現在
の世界の秩序そのものにも批判的視線を向ける。

本稿では、主権の様態を明らかにし、その上で構
想される平和教育及び平和を築く主体について検討
するため、ヴァルター・ベンヤミン（1892-1940）、
ジュディス・バトラー（1956-）、そしてジョルジョ・
アガンベン（1942-）の生と主権をめぐる議論を読
み解く。ベンヤミンは、「暴力批判論」や「歴史の

１．はじめに 

2025年現在、ロシアとウクライナ間の戦争及びイ
スラエルとイスラム組織ハマスとのガザ地区におけ
る戦闘等により、兵士、市民、子どもが犠牲になっ
ている１）。戦争による犠牲者や難民の出現は、人間
の生の条件である脆弱性が暴力によって曝け出され
ている証拠である２）。このような国際情勢を踏まえ
るならば、地球上の生の不平等の解決と永続的な平
和の構築のための平和教育を検討し続けることは重
要であろう。

平和教育は、「人間の生命の尊厳の思想にもとづ
いて、人間の生命を否定する一切の力、とくに戦争
に反対し、平和を愛し、平和を築く人間を育てる教
育」と定義される３）。竹内久顕は、平和教育の全体
構造を明らかにし、新たな時代状況に対応する平和
教育についての研究を行っている。竹内は、「今日
では、戦争に関する問題を取り上げる平和教育を

『狭義の平和教育』と呼び、貧困・差別・環境など
の構造的暴力に関わる問題をも取り上げる平和教育
を『広義の平和教育』と呼んでいる」と整理する４）。
また、ヨハン・ガルトゥングの平和概念に基づいた
ベティ・リアドンが提唱する「包括的平和教育５）」
が日本でも2000年代に入る頃から知られるように
なったと述べる６）。竹内は、平和学で議論されてい
る平和構築論や紛争解決論等の諸理論と、教育学の
枠組みにおける教育方法論や発達段階論等の諸理論
の成果を踏まえ、今日と未来の課題に応答できる平
和教育である「平和学と教育学の接点領域としての
平和教育学」を改めて提起した７）。本稿は、竹内の
提起する平和教育学研究の延長線上に位置づけるこ
とができる。

１－１．目的と方法
本稿は２つの目的を持つ。まず、これまでの平

和教育が自明視してきた主権概念を批判的に捉え、
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概念について」において、抑圧された生の救済につ
いて考察した。バトラーは自身のユダヤ的アイデン
ティティを背負いつつ、『分かれ道』においてパレ
スチナ問題解決の方途を探る。バトラーは『生のあ
やうさ』や『戦争の枠組み』においても地球上の生
の平等や共生の倫理といった平和に関する議論を精
力的に構築している。アガンベンは、『ホモ・サケ
ル』において「ホモ・サケル」という古代ローマの
古法の不明瞭な形象を引き出し、生と主権に関する
考察を丹念に行っている。

本稿の構成は次の通りである。１－２．で教育
に関する筆者の立場を記す。２－１．において主
権概念の変容を確認し、２－２．においてバトラー
とアガンベンの議論を参照し、主権と生の関係につ
いて検討する。３－１．において、主権が抱える
問題の打開策としてベンヤミンの神的暴力をバト
ラーとアガンベンの解釈を踏まえて再解釈する。３
－２．で神的暴力の議論を踏まえ、平和を築く主
体について検討し、３－３．で神的暴力としての
平和教育を構想する。４．において今後の課題を
記す。

１－２．教育をどのように捉えるか
主権の議論に入る前に、筆者が教育をどのように

捉えているかについて述べる。というのも、高等学
校の一教師として教育の現場を踏まえた平和教育を
目指したいからである。筆者は、カレン・バラッド
が提起する認識論的・存在論的枠組みであるエー
ジェンシャル・リアリズム（Agential Realism、以
下AR）９）の立場や現象学の立場から教育を捉える
ことが、教育という営みを理解する上で重要だと考
えている。　
　公教育の現場には教師と生徒がいるが、教師が生
徒に何かを教え、生徒がその教えを学び、成長する
といった、型にはまった現象は、実際にはないに等
しい。ある一人の生徒は、周りの生徒や教師から影
響を受け、自らも影響を与えるという内部作用の中
で成長していく。教育現場に様々な規範やルールが
存在していたとしても、生徒はその規範に主体化＝
従属化するわけではなく、その規範からも物質的次
元において影響を受け、物質化10）していく。それ
ゆえ本稿では、主体化＝従属化という意味での主体
ではなく、バラッドと同様に内部作用によって生成
されるという文脈で主体という語句を用いる。そし

て他者との関係による相互作用によって主体が生成
されるという教育の側面に着目するため、社会を変
革するというニュアンスが強いエージェンシーとい
う言葉はあえて用いない。エージェンシーと主体に
ついての議論は別の機会に行いたい。
　教育という営みを捉える上で、現象学の立場が有
効と考える理由としては、教師や生徒の生の様態に
着目した議論を展開することができると考えるから
である。例えば、教師は生徒を理解することが求め
られるが、生徒の本質を理解することは容易なこと
ではない。それは中田基昭のいうように、「自分自
身を創りだし、そのつど自分の選択によって、自分
に見合った仕方で自分の行為を捉えつつ、自分を超
え出ていく限り、一個の実存としての人間は、その
つどの在り方や行動傾向や性格等の根底にあるも
の、という意味での本質によっては捉えられないは
ず」だからである11）。中田は、「子どもが育んでい
くのは、それだけで自立し独立している閉ざされた
潜在能力ではなく、他者と一体となった潜在能力で
もある」と述べ12）、「他者を教育することは他者と
関係することである」と教育という営みを定義づけ
ている13）。本稿においては、ARや現象学の観点か
らの考察は、これ以上はできないが、このような教
育の捉え方を前提とし、教師と生徒という他者との
関係によって生徒が潜在能力を美しく開花させる過
程で、平和を築く主体へと生成されることを促すよ
うな平和教育を構想したいと考えている。

２．主権の様態

２－１．主権概念の変容
本節では、主権概念の変容を辿り、主権国家体制

が現在置かれている状況について整理する。主権
（sovereignty）の語源は「至高性」であるが、主権
は多義的な概念である。駒村は、「主権論の淵源は、
至高なるもの、すなわち『至高なる神（sovereign 
God）』にさかのぼる」と述べる14）。駒村は、主権は
英語でsovereigntyであるが、その形容詞sovereign
は仏語のsouverainに由来し、さらに俗ラテン語の
superanus（「より上の」「他に優る」の意）にさか
のぼるとされていること等から、sovereigntyは、
その原義においては「より上位のもの、最上位のも
の」を意味しており、その点からも「主権」という、
法的なニュアンスの強い訳語よりも、「至高性」と
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訳す方が事の本質をつかみやすいと説明してい
る15）。そのような日本語の問題に加え、主権の概念
について田上穣治は、日本国憲法は主権の概念を政
治的概念と法的概念という二重の意味に用いている
と述べている16）。田上の議論を整理すると、前文第
一段の「主権が国民に存する」という文脈における
主権は「国の政治のあり方を最終的に決定する権力」
という政治的な意味を持つ。一方で前文第三段にお
ける「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立と
うとする各国の責務」としての主権は「国際法の最
も根本的な規範の一つである、主権国家間の相互的
な不干渉の原則17）」と密接に関わる内容であり法的
概念である。主権概念が政治的概念と法的概念に分
けられるのは日本国憲法に限らない。以下では、法
的概念としての主権と政治的概念としての主権の変
遷について考察する。

まず法的概念としての主権の歴史を歴史学者の君
塚直隆は以下のように整理している。1648年にウェ
ストファリア講和条約が締結された。神聖ローマ帝
国の構成国と周辺の国々の領土と主権が確定され、
ヨーロッパ国際政治はこれら平等な各国からなる

「ウァストファリア体制」として規定されるように
なった18）。その後「長い18世紀」を経て「財政＝軍
事国家」としての近代国家が登場し、19世紀初頭ま
でには、人種血統の同一性や宗教や言語の共通性に
基づく「国民」という概念もそれぞれの国に定着す
るようになり、いくつもの「主権国家」がヨーロッ
パに姿を現し、19世紀末までに帝国主義というかた
ちで、全世界に主権国家の概念が広がった19）。つま
り、19世紀末までに法的概念としての主権概念が世
界に波及したといえる。

主権国家の歴史の中で一つの転換期となるのがフ
ランス革命である。フランス革命によって主権者が
国王から人民に移行し、主権国家の内部における権
力の保持者が変化した。アガンベンは人権宣言によ
り、「生まれ

0 0 0

が即座に国民
0 0

となる、という暗黙の虚
構」がここに生じたと述べる20）。そして近代国家を
基礎づけるものが“人間の剥き出しの生”であると
以下のように述べ、主権の保持者が移行し、政治的
概念としての主権概念が虚構となった点を考察して
いる。

生まれの原則と主権の原則は、アンシアン・レ
ジーム（そこでは生まれは臣民だけに関わるも

のだった）においては互いに分離されていた
が、これがいまや「主権主体」の身体において
撤回不可能なしかたで一つになり、新たな国民
国家の基礎となる。十九世紀と二〇世紀の近代
国家を基礎づけるのは、自覚ある自由な政治的

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

主体としての人間ではなく、何よりもまず人間
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

の剥き出しの生なのである
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。それは、臣民から
市民への移行において主権の原則からそのまま
備給される、単なる生まれである。21） 

アガンベンは、主権を保持していた臣民は政治的主
体であったが、臣民から市民へと主権の譲渡が成さ
れた際、国民となった市民は政治的主体ではなかっ
たという分析を行い、市民が保持しているされる政
治的概念としての主権は虚構である点を明らかにし
た。では、政治的概念としての主権は誰が持つよう
になったのだろうか。バトラーは『生のあやうさ』
の「第３章 無期限の勾留」においてグアンタナモ
の無期限勾留の事例を取り上げ、官僚が主権を保持
するようになったと以下のように述べている。

保安警戒態勢と国家的緊急事態の名の下に、法
が国の内外で実効的に停止状態とされている。
法の停止状態にともなった新しい主

ソヴリンティ

権の執行
が、法の埒外で生じているだけでなく、行政官
僚機構の整備によって、誰が裁かれ、誰が勾留
されるべきかを定め、誰かを無期限に勾留して
いいかどうかを最終的に決定するのは役人だと
いう状況が出来している。22） 

バトラーによれば、フーコーは、法による支配に正
当性を与え、それを保証する者に国家権力を代表す
る権利を差し出すものとしての伝統的な主権は衰退
し、身体や個々人の維持や管理、住民や人口の生産
と調整、それに人びとの生活を維持し制限している
財の循環といったことに関わる権力様式である統治
性が主権とは異なる特徴的な権力形態として出現し
たと分析した23）。フーコーの主権と統治性の議論を
踏まえ、バトラーは衰退した主権は、国家に司法的
正当性を付与する機能としての主権、あるいは国家
権力の統一的場としての主権であり、主権は政治権
力の統一的資源とシンボルとしての機能を喪失して
いると考察する24）。他方そうした機能を喪失するか
わりに、統治性の文脈で時代錯誤的なものとして現
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代の政治を再生するために主権が復活し、再興した
主権は政府の行政部門か官僚だけに独占されている
と分析する25）。バトラーは次のように述べる。

再興された主権とは、法的正統性を帯びた統一
的権力としての主権ではない。つまり政治機構
の代表性を保証する権力形態とは言えない。む
しろそれは、無法で特権的な権力、比べるもの
のない「ならず者」権力なのだ。26） 

このような特権的な権力としての主権が蔓延ること
で、人間の生が基本的な人権の適用を受けられなく
なるという状況をバトラーは描いている。バトラー
の議論から、「国の政治のあり方を最終的に決定す
る権力」である政治的概念としての主権を官僚とい
う特権的身分が保持し、行使するようになったこと
が明らかになった。バトラーはさらに、「国家が法
を停止し自己の目的に合わせて歪曲するという行動
において主権が再導入されているのだ、ことを考え
る必要がある」と述べ27）、「このような仕方で、国
家は自らの領域と自己の必要性を拡大し、自己正当
化の手段を増幅させている」と看破した28）。ここか
ら主権の再導入により自己防衛や領土の拡張のため
の戦争が正当化されることが読み取れる。つまり、
平和構築を目的とした国際法の「主権国家間の相互
的な不干渉の原則」である法的概念としての主権
は、内政不干渉の原則が侵害される場において、戦
争を正当化するものとして機能するのである。法的
概念としての主権が戦争を正当化するものとして機
能する際、例外状態を下す政治的概念としての主権
が蔓延り、法的概念と政治的概念どちらをも含有す
る主権概念と戦争は正当化される。あるいは、法的
概念としての主権が、ある国家や地域において生じ
た侵略行為やジェノサイドを阻止できないという意
味で、平和に対して機能不全に陥ったとしても、政
治的概念としての主権は影響を受けずに行使され続
けてしまうのである。

フランス革命によって主権が市民に譲渡された
際、市民は政治的主体になったわけではなかった。
国の在り方を決定する政治的概念としての主権を行
使するようになったのは官僚等の特権身分に限られ
ていた。主権を侵害してはならないという法的概念
としての主権は平和を維持するはずだった。しかし
今日、法的概念としての主権の規範である主権国家

体制が機能不全に陥っておりガザやウクライナにお
いて多くの生が犠牲となっている。政治的主体とい
う意味を持つ政治的概念としての主権も、相互不干
渉という意味をもつ法的概念の主権も、本来の意味
が抜けおち、空洞化した状況にある。主権は、本来
の意味が抜け落ちているのにも関わらず、特権身分
の判断や戦争や侵略の正当化するという異なる文脈
で機能し、戦争や紛争、迫害、ジェノサイドを再生
産しているのである。

２－２．主権と生
では、主権と生をめぐるアガンベンとバトラーの

議論を検討してみよう。アガンベンは、権力として
主権がどのように働くのかを分析し、剥き出しの生
を政治の圏域に含みこむということが主権権力の中
核であり、生政治的な身体を生産することは主権権

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

力の本来の権能
0 0 0 0 0 0 0

であると述べる29）。小玉はアガンベ
ンによる生の排除を以下のように説明する。

アガンベンはこのフーコーの生-権力論を踏ま
えつつ、むしろそれを逆手にとって、生-権力
の生かさない側面に着目した論を展開する。す
なわち、政治的な生と生物学的な生が一体化し
た生-権力において、人々を政治的に包摂する
ために生かす権力が動因されるとすれば、逆
に、人々を政治的に排除するためにはその人の
政治的な生のみならず、生物学的な生をも否定
しなければならなくなるはずだからである。こ
のことが顕在化したのが、ナチスの収容所にお
けるユダヤ人虐殺であったと、アガンベンは見
る。30） 

このようなアガンベンの議論において、主権は政治
的な生と生物学的な生を一体化する。それゆえ、主
権により政治的生の排除が生じた時に生物学的生の
排除も始まる。実際、収容所の囚人や住む場所を
失った「難民」の生が排除されることがこれにあた
る。政治的な生と生物学的生を一体化させる権力と
しての主権は、均質的な国民集団とその国民集団か
ら排斥された者を生み出し続けるのである。これに
関連して、バトラーは、主権が生にもたらす影響を
次のように述べる。

わたしが、国家や領土、言語、あるいは文化に
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もとづいて自分の所属するコミュニティを同定
し、その上で、責任感の基礎をそのコミュニ
ティにおくとしよう。そうだとすれば、わたし
は、自分が責任を負う相手は何らかの点で自分
と同じようだと認められる人々だけだという見
解を、暗黙のうちに抱いているのだ。31） 

バトラーは主権国家を維持する「国家」や「言語」
という枠組みによって、責任の範囲が自分のコミュ
ニティに限定され、「私たち」が責任を負う範囲が
限定されていると思い込んでしまう問題を指摘して
いる。ある国家の国民である者が難民問題の責任を
自らは負っていないとする場合、このような主権の
作用を受けていると考えられる。この主権はバト
ラーの主張する共生と対立する。

私たちは、自分で選んでいない相手と、私たち
が社会的な意味での帰属感をいだかない相手
と、生きねばならないだけではなく、彼らの生
活と、彼らがその一部であるところの複数性
を、保護する責務があるのだ。（略）地上に共
生することは、いかなる共同体、いかなる国民、
あるいはいかなる近隣地域に対しても先行す
る。私たちはときに、どこに住み、誰を頼りに、
誰とともに生きるかを選びうるかもしれない
が、この地上で誰と共生するかを選ぶことはで
きないのである。32） 

私たちは地上で誰と共生するかを選ぶことができな
いが、選ぶことができない他者によって私たちの人
生は織りなされるため、共生している他者に対して
責任を負う。しかし、主権は自分が責任を負う相手
とそうではない相手がいるかのように錯覚させてし
まうのである。

バトラーは、「アーレントによれば、アイヒマン
は自分と党の幹部が地上において共生する相手を選

0

んでもよい
0 0 0 0 0

と考え、地上の人口の異種混淆性が社会
的政治的生活の不可逆的な条件であることを理解し
そこねた」と述べ33）、「アイヒマンの場合、共生す
る相手を選ぼうとする努力は、人口の一部─ユダヤ
人、ジプシー、同性愛者、共産主義者、障害者、病
人など─を抹殺しようとするあからさまな努力その
ものであり、それゆえ彼が要求した自由の行使とは
ジェノサイドであった」としている34）。アガンベン

とバトラーの考察を踏まえると、政治的な生と生物
学的な生の包摂と排除を規定する主権は、共生とい
う私たちの社会的政治的生活の不可逆的な条件を覆
い隠し、ジェノサイドという形で壊してしまうこと
もあるといえる。

ここまでの議論を踏まえて、主権と生の関係につ
いて２点整理する。第一に、主権はある生を排除
することによってのみ包摂される生を担保する構造
である。ここで働く権力としての主権は、包摂され
る生と排除される生の両方を生政治の領域に含みこ
ませる。第二に、主権は私たちの責任の範囲を限定
し、共生という社会的政治的条件を覆い、破壊して
しまうものとして機能する。今日のガザやウクライ
ナで人々の共生の様態が破壊されているが、その要
因の根底には主権が存在しているといえよう。

アガンベンは、「今日、国家という大構造が解体
過程に入り、ベンヤミンが予兆を感じたとおり例外
が規則となったときにあって、国家というものの諸
限界とその原初的構造がもつ問題を新たな視点から
あらためて措定する時機が熟している」と述べ35）、
今日の政治を新しいものに組み替える必要性を主張
する。ベンヤミンは、「歴史の概念について」の第
８テーゼにおいて次のように述べている。

抑圧された者たちの伝統は、私たちが生きてい
る〈例外状態（Ausnahmezustand36））〉が実は
通常の状態なのだと、私たちに教えている。こ
の教えに適った歴史の概念を、私たちは手に入
れなければならない。それを手にしたときにこ
そ、私たちの課題として、真の例外状態を出現
させるということが、私たちの念頭にありあり
と浮かんでいるだろう。（略）ファシズムに敵
対する者たちが進歩を歴史の規範と見なし、こ
の進歩の名においてファシズムに対抗している
ことに、とりわけこのことに、ファシズムに
とってのチャンスがあるからだ。37） 

　
進歩を前提としない真の例外状態を到来させようと
ベンヤミンは呼びかけている。ベンヤミンはここで
進歩主義的な歴史の認識を批判し、進歩の名におい
てファシズムに対抗することが、ファシズムにチャ
ンスをあたえていると述べている。進歩も主権も神
話であるならば、主権の名の下に戦争に抗すること
が、戦争を再生産させるチャンスを創出してしまっ
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ているといえるだろう。次章では、ベンヤミンの神
的暴力を検討する。

３．神的暴力と平和教育

３－１．ベンヤミンの神的暴力
ベンヤミンの神的暴力（göttliche Gewalt）は、「暴

力批判論」の中に登場する。柿木によれば、ベンヤ
ミンは第一次世界大戦の終了後、「敗戦直後のドイ
ツにおける革命の挫折と向き合い、そのなかから法
の暴力に対する根底的な批判の書「暴力批判論」を
世に送る」38）。アガンベンは、「暴力と法権利とを一
体としている還元不可能な結びつきを容赦なくあば
いたことで、ベンヤミンの「暴力批判論」は、主権
に関するあらゆる探究に必要な前提」である評価す
る39）。「暴力批判論」は、バーンスタインのいうよ
うに世界中の思想家たちを挑発し、じつに多様な相
反する解釈と評価を引き起こした40）。

ベンヤミンは、次のように法の根源としての暴力
について述べている。

つまり暴力が、運命の冠をかぶった暴力が、法
の根源だとすれば、暴力が法秩序のなかに現出
するときの最高の形態である生死を左右する暴
力となって、法の根源が代表的に実体化され、
怖るべきすがたをそこに顕示していることは、
想像するにかたくない。41） 

ベンヤミンは、法の根源が暴力である例として死
刑を取り上げ、「生死を左右する暴力を振るえば、
ほかのどんな法を執行するよりも以上に、法そのも
のは強化される」ため、「死刑の意味は、違法を罰
することではなく、新たな法を確定すること」だと
述べる42）。この死刑の例からも読み取れるように、
互いに強化する関係にある法措定的暴力と法維持的
な暴力という二種の暴力は、相互に浸透的なのだと
解釈されてきた43）。アガンベンは以下のように法措
定的暴力と法維持的暴力の両者と主権権力の関係に
ついて考察している。

例外状態が通常状態から区別されるかぎり、法
権利を措定する暴力と保存する暴力のあいだの
弁証法は本当の意味では断ち切れていない。そ
れどころか主権的決定は単に、その一方から他

方への移行がなされるにあたっての媒介項とし
て現れるだけである。44） 

法措定的暴力と法維持的暴力は国家の政治的決定と
して生じるので、主権的決定が両者の間に現れる。
アガンベンは、ベンヤミンの神的暴力について、「確
かなのは、この神的な暴力が、法権利を措定も保存
もせず、脱措定する、ということだけである」と述
べ45）、弁証法を断ち切る形象として神的暴力に着目
する。バトラーも、「制定と維持という両面におい
て、この法の領域に抗い、またそれを乗り越えるよ
うなものとしてベンヤミンは『神的暴力』を措定す
る」と述べる46）。したがって、アガンベンとバトラー
の考察から、神的暴力を主権の様態が現れる法的暴
力の様態に抗い、乗り越えるものとして捉えること
ができる。ベンヤミンは以下のように、神的暴力を
神話的暴力47）に対置する。

神話的暴力が法を措定すれば、神的暴力は法を
破壊する。前者が境界を設定すれば、後者は限
界を認めない。前者が罪をつくり、あがなわせ
るなら、後者は罪を取り去る。前者が脅迫的な
ら、後者は衝撃的で、前者が血の匂いがすれば、
後者は血の匂いがなく、しかも致命的である。48） 

バトラーは法的暴力を「破壊する」神的暴力を「非
暴力的」なものとして捉えようとする。

神的暴力は恐らく、まさにそれが良き市民、良
き法的主体の暴力的法体制への忠誠を確保する
罪に満ちた束縛を破壊するがゆえに、「破壊的」
なのだろう。法的暴力を破壊することで、神的
暴力（それは今や、非暴力的な紛争解決と翻訳
の両者を通じて思考される）は、暴力を扱うが
自らは非暴力的であるような、法律外的やり取
りの可能性を確立する。ある視点からは、そう
した法律外的やり取りが「非暴力的」と呼ばれ
るものであり、他方で法体制の観点からは、そ
れは暴力的なのである。49） 

バトラーは「『暴力』がそもそもある枠組みの中で
定義され、常に既に解釈されて私たちに到来し、そ
の枠組みによって『徹底操作される』」とし50）、神
的暴力を非暴力的であると捉えている。しかし、法
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主体の暴力的法体系への忠誠心を破壊するがゆえに
「破壊的」であると述べている。アガンベンとバト
ラーの解釈から、法の枠外で主権の様態に抗い、法
的主体への束縛を破壊するが、自らは非暴力的なも
のとしての神的暴力の様態が浮かびあがった51）。

３－２．神的暴力と平和を築く主体
本節では神的暴力の議論から、平和を築く主体に

ついて検討する。神的暴力が到来する瞬間について
バトラーは、「汝殺すなかれ」という戒律との格闘
の場面を想定する。ベンヤミンのいう戒律は、バト
ラーによれば「懲罰を伴わず、みずからが要請して
いる行動を強いる力も欠いて」おり52）、「戒律が喚
起することになるどのような恐怖も、主体を、服従
を通して縛りつけることはない」53）。

この孤独な、戒律との折り合い交渉にこそ、法
の基盤を破壊する一般化不可能な瞬間が宿る。
その瞬間は、ほかの法によって呼び起こされる
─すなわち生の名において、また法的な現状を
ゆるぎなく維持する強制・罪悪感・責任の外側
で生きる未来への希望をもって。国家権力の破
壊あるいは根絶は法措定的暴力にも法維持的暴
力にも属さない。54） 

戒律との交渉は、法の外側で、法措定的暴力にも法
維持的暴力にも属さない場所で生じる。この戒律と
格闘する場面は、レヴィナスが述べている平和が確
立される場面とつながると考える。着目したいの
は、レヴィナスの『存在の彼方へ』における次の文
章である。

他人に対する私の責任は、どんな決断、どんな
熟慮にも先だって私に命じるものだからだ。近
さ、コミュニケーション、協調ないし理解、平
和は近さをつうじて私に課せられるものであ
り、隣人がこの任から私を解放することはあり
えない。したがって、私の責任のもとでの平和

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、
私を人質ないし担保とする平和、多大な危険を
冒し、危険に遭遇しつつ、ひとり私のみが確立
すべき平和なのである。55） 

レヴィナスは平和とは、「ひとり私のみが確立すべ
き」ものであると述べており、個人が戒律と孤独に

葛藤する場面と重なる。バトラーは『分かれ道』に
おいてレヴィナスの平和について次のように解釈し
ている。

したがって非暴力はレヴィナスにとって平和な
場所から生まれるのではなく、むしろ暴力を受
ける恐怖と暴力を行使する恐怖との永続的な葛
藤から生まれるのである。平和とは、暴力との
積極的な闘争であり、平和は、それが抑止しよ
うとする暴力なくして存在しえない。平和は、
この緊張の謂なのだ。なにしろ平和は、不可避
的に、ある程度は、暴力的プロセスであり、し
かもそれは、非暴力の名の下に行使される暴力
の一種なのだから。56） 

ここから読み取れる平和を築く主体は、暴力との葛
藤の場において非暴力を行使する主体である。孤独
に暴力と格闘する際に神的暴力が訪れ、平和を築く
主体が生成されると考えることができる。

３－３．神的暴力としての平和教育
　本節では神的暴力としての平和教育を構想する。
この構想は、公教育において、教師が平和教育を試
みることを念頭にも置いている。

神的暴力としての平和教育は、既存の枠組みに批
判的視線を向けずに法的主体や主権者を生成する教
育に対立する教育である。主権や法といったものを
自明視した上で展開される歴史教育や政治教育のよ
うに、既存の法体系における主権者の産出を目的と
する教育ではない。例えば、高等学校地歴公民科の
授業の場合には、主権概念の様態がかかえる問題そ
のものに批判的視線を向けるという内容の授業を検
討することができる。主権を自明のものとするので
はなく、主権国家体制そのものを探究することで、
主権という枠組みから離れることができる。主権国
家が生み出す難民の問題や、国際連合をはじめとす
る国際社会の安全保障体制が抱えている問題の理解
や興味が深まるだけでなく、教室という公的空間の
議論や対話も深まり、生徒の思考力や想像力が育ま
れることも期待される。

また、「私たちはどのような存在か」という問い
から思考を始める教育も神的暴力としての平和教育
になりえると考える。「私たちはどのような存在か」
を思考していくと、「私たちはいかに他者と密接に
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結びついているか」という問いにつながる。その時
間は、主権が覆い隠しているものを見るために格闘
する時間となり、社会構造という目に見えない神話
的暴力が書き換えてしまうものは何かを思考する時
間へと私たちを導く。バトラーは「ニオベーの法的
主体への変身には、ある書き換えが起こっているよ
うに思われるだろう」と述べ57）、「運命によって下
された暴力を、彼女自身の行動が招いた暴力、それ
も彼女が主体として直接責任を負う暴力へと鋳直す
ものだ。このような条件のもとで主体であるという
ことは、その主体に先立って存在する暴力に対し責
任を取ることであり、しかもその暴力のはたらき
は、主体からはみえなくなる」と分析する58）。「私
たちはどのような存在か」という問いから主権の様
態によって私たちに見えていないものを見ようと試
みる姿勢を育む教育が法的暴力を引き受ける主体と
対立する主体を生成する。

バトラーはさらに、以下のように「行動しないこ
と」の有効性について述べている。

行動することが他人を犠牲として主体を再生産
するとき、行動しないということは、結局のと
ころ、再帰性の閉じた回路との関係を絶つべく
ふるまうひとつの方法、結びつけたりほどいた
りする絆に譲歩するひとつの方法、情動を込め
て平等を表明し要求するひとつの方法である。
行動しないことは抵抗の様態ですらあるのだ。
とりわけそれが幾度にもわたってくりかえし戦
争をつくりあげる枠組みを拒絶し、その枠組み
をうちやぶる時には。59） 

遂行中断的な「行動しないこと」は、無血である
が、既存の枠組みを破壊しうる神的暴力と解釈する
ことができる。これはアガンベンが重要視する非の
潜勢力でもある60）。法的主体や主権者の育成を目指
すことを中断する教育は、バトラーのいうように「情
動を込め平和を表明し要求する」際に有効である。

さらに、他者と共生するための神的暴力としての
平和教育として、バトラーが述べる倫理的実践を教
育の場で実践することも有効な手立てであると考え
られる。バトラーの倫理的実践は、藤高が説明する
ように、「『アイデンティティの妨害』、『アイデン
ティティのずらし』、あるいは『私』が『ずたずた
にされること』に自らをさらすことを通して、そこ

に『他者と関係するチャンス』を見出そうとする倫
理的実践」である61）。バトラーによれば、他者との
関係こそが、「定義となる枠組みとしてのアイデン
ティティやネイションを超えて進むべき道程」であ
り62）、また、「他者性との関係が、アイデンティティ
を妨害する
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ということであり、この妨害こそが、倫
理的関係性の条件」なのである64）。自分とは異なる
他者と関係を結ぶために、自らのアイデンティティ
をずらし、傷つくことを引き受ける、という倫理的
実践をおこなう教育は、他者と私の共生を可能にす
る。教育の場におけるこの倫理的実践は、排除と包
摂の構造を生産する法措定的暴力と法維持的暴力の
間にある主権権力を断ち切る神的暴力としての平和
教育といえるだろう。

以上から、神的暴力としての平和教育は、法的主
体の生成に対して遂行中断的になり、主権という様
態が見えなくするものを探究する問いにとどまる教
育である。また、異質な他者との共生のための思考
と他者との関係を促す教育でもある。自己は「ずた
ずたにされる」経験を経て、他者と共に生きるとい
う生の様態について学び、平和を築く主体へと成長
する。ここまで構想を試みたいくつかの神的暴力と
しての平和教育は、生の犠牲を強いる枠組みに抗
い、排除や抑圧の対象となる生を救済する平和教育
といえるだろう。

４．おわりに　

本稿では、従来の平和教育が前提としている主権
国家体制及び主権概念の批判的検討が必要であると
いう認識を持ち、主権の様態を明らかにした上で、
生の犠牲を繰り返さない平和教育を構想した。

１－１．において本稿の目的と方法を述べた。
現在の平和教育の動向を確認し、日本の公教育や国
際的に展開される平和教育において、主権に対して
批判的視座が向けられていない点を指摘した。１
－２．において筆者の教育の捉え方を述べた。２
－１．で政治的概念と法的概念としての主権概念
の変容を確認した。バトラーとアガンベンの議論か
ら主権を保持している生も剥き出しの生であり、自
由な政治的主体ではないという主権の虚構性を確認
し、さらに戦争を再生産するものとして機能する主
権の様態を明らかにした。政治的概念と法的概念と
いう二重の意味を持つ主権は、本来の意味が抜け落
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ちているにも関わらず、排除や戦争を正当化する際
に機能している点を指摘した。２－２．において、
バトラーとアガンベンによる主権と生をめぐる議論
を考察した。主権という枠組みが、均質的な国民と
そこから排除される生を産出し続けること、そして
私たちの共生という社会的政治的条件を覆い隠して
いることが明らかになった。私たちが責任を負うべ
き相手が限られているように思われてしまうという
バトラーの指摘やベンヤミンを経由したアガンベン
の新しい秩序へと現在の秩序を組み替えようという
訴えを主権が抱える課題を乗り越える上で重要な指
摘と呼びかけとして取り上げた。３－１．におい
て２．で示された課題を乗り越えるために、アガ
ンベンとバトラーの両者が着目するベンヤミンの神
的暴力について検討した。アガンベンの主権権力の
分析と神的暴力解釈及びバトラーの神的暴力解釈を
踏まえ、主権の様態を断ち切るものとして神的暴力
を解釈した。３－２．では平和を築く主体につい
て検討し、そのような主体は、神話的暴力が産出す
る主体と対立する主体であり、法的主体そのものに
批判的視座を向けながら、孤独に格闘しつつ非暴力
を行使する主体であると捉えた。３－３．では神
的暴力としての平和教育を具体的に構想した。私と
他者との結びつきの様態や、既存の枠組みが不可視
化するものは何かという問いにとどまりつつ倫理的
実践を引き受ける主体の生成を促す教育が神的暴力
としての平和教育といえるのではないかと結論づけ
た。

本稿の次なる課題として３点挙げる。１点目は、
１－２．で述べた、バトラーのパフォーマティヴィ
ティ概念を土台としたバラッドのARの立場や現象
学の観点から平和教育はどのように考えることがで
きるのかを探究することである。２点目はバトラー
の他者論や共生の倫理及びアガンベンの主権の議論
と平和教育を「身体」の議論にまで拡張し、議論す
ることである。この課題は、ARの議論と共に検討
したい。３点目はアーレントの複数性の議論と平
和教育について検討することである。バトラーは主
権を消散させるものとして複数性に着目してい
る64）。アーレントの複数性は平和教育のみならず、
公教育における生徒と教師の救済を検討する上でも
鍵概念であると考えている。以上３点の課題を今
後検討していく。

犠牲を強いる主権という既存の枠組みを破壊する

神的暴力としての平和教育は、犠牲となってしまっ
た生と未来を担う生を救う平和教育である。本稿を
はじまりと位置づけ、過去、現在、未来の人々を救
済する平和教育を引き続き考えていきたい。

本稿は、J-CEF（日本シティズンシップ教育
フォーラム）シティズンシップ教育研究大会2024に
て報告した「高等学校地歴公民科における平和教育
の構想─ジュディス・バトラーの「主権」概念批判
を手がかりに」を大幅に加筆・修正したものである。
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